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ひた ちな か市朧築ぷ準条例 の一 部を 改工 する 条例 制定 につ いて
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ひた ちな か市長　 大　谷

１－

明



ひた ちな か市条例 第　　号

ひた ちな か市 建築 基準 条例 の一 部を 改‾をす る条例

第１ 条　 ひた ちな か市せ築 Ｊｉ 準条例（ 平成 １２ 年条例第 １９ 号） の一 部を 次の よう

に改 ｉＥ する。

目次八び第３ 章第 ４節 の節名中 「， 旅館 ，七人ホ ーム ，児 童福祉施鼈等 」を 「八
Ｘ

び旅館」 に改 める。

第２ ０条 を次 のよ うに 改め る。

第２ ０条　 粘除

第２ ９条第１ 号中 「第 １１ ２条第１ ４項第１ 号」 を「第１ １２ 条第 １３ 項第１

号」 に改 める。

第４ ７条 中「 第１ １２ 条第 １４ 項第 ２号」を 「第 １１ ２条 第１ ３項第２ 号」に

改め る。

第４ ８条第１ 項八び第 ４９ 条中 「第 １１ ２条第１ ４項第１ 倚」 を「第１ １２条

第１ ３項第１ 号」 に改 める。

第５ ０条 第１ 項第 １号 中「 第１ １２ 条第 １４ 項第 ２号 」を 「第 １１ ２条 第１３

項第 ２号」に改め る。

第５ ３条 の２ 中「 第１ １２ 条第 １５ 項」 を「 第１ １２ 条第 １４ 項」 に， 「回 条第

１６ 項」 を「 回条 第１ ５Ｊミ戛」に 改め る。

第５ ８条 中「 第８ ５条 第５ 項」 の次 に「 ‾反び第 ６項 」を 加え ，「 仮鼈を染 物」を

「仮 鼈興 行場 等」 に， 「適 用し ない 」を 「， 適用 しな い」 に改 める。

第２ 条　 ひた ちな か市建築ま準条例 の一 部を 次の よう に改 ‾をする。

第１ ３条 を次 のよ うに改め る。

第１ ３条　 削除

第１ ９条 第４ 項中 「除 く」 を「 除き ，天 井の ない 場合 にお いて は， 屋根 とす る」

に改 める。

第５ ０条第２ 項中 「第 ８６ 条の ４第 １項第１ 号イ 」を 「第 ８６ 条の ４第 １倚イ」

に， 「耐火せ染物 」を 「， 耐火朧築 物」 に改 める。

第５ ３条 の３ 中「 ，第 １３ 条（ 階段 に係 る部 分を 除く 。） 」を 削る。

第５ ８条 の見 ｍし 中「 仮鼈朧染 物」 を「 仮鼈嵬鳬物等 」に 改め ，回 条中 「仮鼈

興行 場等 」の 次に 「， 法第 ８７ 条の ３第 ５項 に規 定す る興 行場 等並 びに 回条 第６

項に規定する 特別興行揚等 」を 加え る。

２



付　則

この 条例 中第 １条 の規定は価布 の日 から ，第 ２条 の規定はな布 の日 又は建築基準

法の一部 を改ｍす る法律（平成 ３０ 年法律第 ６７ 号） の施行の 日の いずれか遅い日

から 施行 する。

３



４

参考資料

ひた ちな か市ｔ築基準条例 新｜日対照表 （第 １条 関係） Ｎ０ ．１

旧 新 備考

目次

第１ 章・ 第２ 章　賂

第３ 章　 特殊建築物等

第１ 節～ 第３ 節　略

八丿鬪Ｌ　

条）

第５ 節～ 第１ ０節　略

第４ 章～第８ 章　略

付則

第３ 章　 特殊建築物等

縁肖。　

皿等）

第２ ０条　法第 ２２ 条第 １項の市街地の区域郎こあ る木造の建築物（耐火建築

物， 準耐火建築物及び法第 ２７ 条第 １項の規定に適合する建築物を除く 。）

目次

第１ 章・ 第２ 章　略

第３ 章　 特殊建築物等

第１ 節～ 第３ 節　略

第４ 加　 ホテルえび旅館（第２ ０条 ・第 ２１ 条）

第５ 節～第１ ０節　略

第４ 章～第８ 章　略

付則

第３ 章　 特殊建築物等

第４加　ホテル圦墜旅館

第２ ０条　 削除
－

（自 動車車庫等の用途 に供する 部分 とそ の他の部分と の区画）

第２ ９条　 自動 車車庫又 は自 動車修‾ｔ工場の 用途 に供する 建染物に おい ては，

それ らの 用途 に供する 部分 とそ の他 の部 分と の【Ｘ両 は， 次の 各号 に定 めると

ころ によ らな ければな らな い。

（１ ）　 床八びなは， 準耐火構造と し， その開口 部には， 法第 ２条第９ 号の

２口 に藐定す るに火鼈備で殆厰上上皿１ ３項第１ 号又 は第 ２脣に

規定する構造であるも のを設けるこ と。

（２ ）　略

（客席部 と舞台部 との 区画）

のう ち， ホテ ル， 旅館，簡易宿所， 下宿，老人ホーム ，診療所 （患者を入院

させ るた めの 施設 のあ るも のに 限る 。） ，児 童福祉施設等 の用 途に供す る建

築物 で， ２階にお ける その用途 に供する 部繦の床面積の合計が ２０ ０平方メ

－ト ルを超え るも のは，そ の外を汳び軒裏で延焼のおそれのあ る部分を防火

構造にしなければなら ない。
－

（自 動車車庫等の ＪＩ 途に供す る部分と その他の部分 との 回巵）

第２ ９条　自動車車庫又は自動車修ＪＩ丁場の用途に供する建築物においては，

それ らの 用途 に供する 部分 とそ の他 の部 分と の［Ｘ目 は， 次の 各号 に定 めると

ころ によ らなければな らない。

（１ ）　 床八び壁は， 準耐火構造と し， その現目 部には， 法第 ２条第９ 号の

２口 に規定す る防火鼈備で令第 １１ ２条 第１　４Ｊミ胤第１ 号又 は第 ２号に

規定する構造であ るも のを設け るこ と。

（２ ）　略

（客席部 と舞台部 との ［Ｘ目）



ＣＪ｀１

Ｎ０ ．２

旧 新 備為

第４ ７条　 舞台 の床 自損 の合計が １０ ０平方メ ート ルを 超え る興行場等は ，客

席部 と舞台部 （花道そ の他 これ に類する もの を除 く。 社下 回じ 。） との境界

に区画（上階の床又は屋根裏ま で達する 耐火構造の慳ミで 区画する とと もに，

その 開口 部に 法第 ２条 第９ 号の ２ロ に規定す る防火設備で令第 １１ ２条 第１

４項第２ 号に規定する 構造であ るも の又 はこ れら と回 等Ｊス上の防火性能を有

する と認めら れる 設備 を設 けた もの にほ る。 次項において 回じ 。） を設 けな

ければな らな い。 ただ し， 次に掲げ る場合は ，こ の限 りで ない。

（１ ）・ （２ ）　略

２　略

３　 第１ 項の規定にかかわ らず，舞台の床私損の合計が３ ００ 平方 メー トルを

覓え る獸行場等につい ては ，［‾を画の 開口 部に特定に火鼈備 で殆第１ １２ 至菌

１４ 項第 ２号に規定する構造である もの又は これ と回等以上の性能を有する

と認めら れる設備 を設けな ければな らな い。

（舞台部の各まの区画避難）

第４ ８条　 舞台部に おい ては ，舞 七と これ に接する 俗室 とを ，準耐火構ぷのま

又は法第 ２条 第９ 号の ２口 に規定す る防火鼈備で令第 １１ ２条 第！ ４項 第１

号若 しく は第 ２号 に規定す る構造で ある もの で［萢画 しな ければな らな い。
－

２～ ３　賂

（恢写室）

第４ ９条　 映写室は ，耐火構造の床若 しく は壁 （木 造の 興行場等 にあ って は，

準耐火構造の床若 しく はを）又 は法第２ 条第 ９号の２ 口に規定する 防火設備

で令 第１ １２ 条第 １４ 項第 １号若し くは 第２ 号に 規定する 構造であ るも ので

［‾ミｋ画し なけ れば なら ない。た だし ，令第１ １２ 条第 ９項本ウこの 適篦がな い恢

写室 の映 写の ため に必 要な 開口 部で ，そ の面積が １平 方メ ート ル罧内であ

り， かつ ，不燃材料で造ら れた もの につ いて は， この 限り でな い。

（主階が避難階勁、外 にあ る興行場等）

第５ ０条　 主階が避難階罧夕１ヽ にあ る興行葹等の ＪＩ 途に供す る部分を 持つ 建築物

は， 次の 各号によ らな ければな らな い。

（１ ）　 耐火建築物又 は缶第２ ７粂 第１ 項の だ定 に適合す るせ 染物 とし ，か

第４ ７条　 舞台の床亙損の合計が １０ ０平方メ ート ルを超え る興行場等は，客

席部 と舞台部 （花道そ の他 これ に類する もの を除 く。 ぷ下 回じ 。） との 境界

に［Ｘ画 （上 路の床又 は屋根裏 まで達す る耐太祖まの壁で ［Ｘ 画す ると とも に，

その 開口 部に 法第 ２条 第９ 号の ２ロ に規定す る防火設備で令第 １１ ２条 第１
Ｓ

３項 第２ 号に 規定する 構造 であ るも の又 はこ れら と回 等八 上の 防火性能 を有

する と認めら れる 設備 を設 けた もの に限 る。 次項において 同じ。） を設 けな

ければな らない。 ただ し， 次に掲げる場合は，この限 りでない。

（１ ）・ （２ ）　略

２　略

３　 第１ 項の 規定 にかかわ らず，舞 台の床自損の 合計 が３ ００ 平方 メー トルを

超える興行場等については，［Ｘ画の開 口部に特定防火鼈備で令第 １１ ２条第

１３ 項第 ２号に規定する構造である もの又はこれと回等八上の性荒を有する

と認められる設備を鼈けなければな らない。

（舞台部の各室の区画避難）

第４ ８条　舞台部においては，舞台と これに接する各室 とを，準耐火構造の壁

又は法第 ２条第９ 号の ２口 に規定する防火鼈備で令第 １１ ２条第１ ３項第１

号若 しく は第 ２号に規定する構造である もので［萢画 しなければな らない。
－

２～ ３　略

（映写室）

第４ ９条　恢写まは，耐火構造の床若 しく は壁 （木造の興行場等にあっては，

準耐火構造の床若 しく はを）又 は法 第２ 条第 ９号 の２ 口に 規定する 防火設備

で令 第１ １２ 条第 １３ 項第 １そおし くは 第２ そに 規定する 構造であ るも ので

区画 しな けれ ばな らな い。 ただ し， 令第 １１ ２条 第９ 項本文の適用 がな い映

写室 の映 写の ため に必 要な 開口 部で ，そ の面積が １平 方メ ート ルけ 内であ

り， かつ ，不燃材料で造ら れた もの につ いて は， この 限り でな い。

（主路が避難路以外に ある 興行場等）

第５ ０条　 圭路が避難翳ふ外 にあ る興行場等の 鴇途 に供する 部分 を持つせ染物

は， 次の各号によ らな ければな らな い。

（１ ）　 耐火 ほ染物又 は法 第２ ７条 第１ 項の 規定 に適合す る建築物 とし ，か



Ｑ

Ｎ０ ．３

旧 新 備考

つ， 他の用途に供する部分とを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火

七大八策皿密颱こ

する こと。

（２ ）・ （３ ）　略

２　略

（耐火構造等の床等を貫通する建築設備）

第５ ３条の２　 この章の規定によ り耐火構造又は準耐火構造としなければなら

ない床又はを （夕１ヽをを除く 。い、下回じ。） を給水喩，髱電管その他の管又は

換気，暖房若 しく は冷房の鼈備のま道が頁亟する 場合において は， 售該床又

はを を令第１ １２ 条第 １５ 項に 規定する 準耐火構造の 防火 ［Ｋ 画と みな して，

回項八びま鮒牡丿匹の規定をｊＨ］ する。

（仮設建築物 に対する 制限の緩和）

第５ ８条　缶第 ８５ 条第 ５項に規定する匍ぽ諜箘無について市長が安を上ｙ脉

がな いと 認め て許 ｉｉｌす る場合におい ては ，こ の条例の規定は適用し ない。

つ， 他の 篦途 に供する 部分 とを 耐火構蚕の床若し くはな又 は特定防火　こ
する こと。

（２ ）・ （３ ）　略

２　略

（耐火構造等の床等を 貫洫する 建築設備）

第５ ３条の２　 この章の規定によ り耐火構造又は準耐火構造としなければなら

ない床又 は獄ミ（外な を除 く。 Ｊス 下回 じ。 ）を 給水 管， Ｒ電管そ の他の管 又は

換気，暖房若 しく は冷房の設備の風道が貫亟する場合において は， 售該床又

回や四こ覆定す耐恢釁澂（Ｄ剔画

回項‾ｋび邑鮒ＬしｊＪχの規定を・ｙ目する。

（仮ませ築物 に笥する 制驚の緩和）

第５ ８条　法第 ８５ 条第 ５項及び第６ 項に規定する仮鼈興行場等について市長

が安全上支障がな いと おめ てた ｉＴ する ４合 にお いて は， この 条例の規定は。

適用 しな い。

Ｊ



り

ひた ちな か市建築 ＪＩ準条例新 ｜日 対照表（第２ 条関係） Ｎ０ ．１

旧 新 備考

（Ｆメ９ 装制 ほ）

第１ ３条　 特Ｓ Ｉ」 支援学校，各種学校又 は専修学校の ＪＩ 途に 供す るせ築物 におい タ、

ては，これら の用途に供する居室の壁（まＳから のぷ 肖が １　 ２メ ート ル勁、

下の部分 を除 く。 ）八 び天井（天井 のな い場合に おい ては屋根。以 下この

条， 第１ ９条 第３ 項八 び第 ４項 にお いて 同じ 。） のま Ｆｋ］に ｔｉする 部む （［回り

縁， 窓台 その他こ れら に類する 部分 を除 くバひ、下こ の条 にお いて 同じ。）の

仕上げを難燃材料でし，かつ， その居室から 地上に通ずる 主た る廊 下， 階段

その他の通路のを八び天井のま内に面す る部分の仕上げを準不燃材料で しな
Ｊ

ければな らない。 ただ し， 階数が２ 弧下のもの又はその用途に供する部分の

床ｔｉ積の合計が ５０ ０平方メ ート ル勁、下 のも のに つい ては ，こ の限 りでな

し尨



－
Ｚ
－

Ｎ０ ．２

旧 新 備考

係る部分を除 く。 ）， 第４ ２条第１ 項唇、び第２ 項第 １号から第３ 号まで並び

に第 ４７ 条の規定 は， 適用 しな い。

２　 令第 ＴＬ ２９ 条の ２第 ３項に規定する全館瀧．難安兔性能を有する 建築物につ

いて は， 第１ ２条 （非常只］の 照りＪＩ 装置に係 る部分を除く 。） ，第 １３ 条（階

獸に係る部分を除 く。 ）， 第２ １条，第 ２４ 条第 ３号，第４０ 条第 １項第３

そ八び第 ４そ並びに第 ２項，第 ４２ 条第 １項八び第２ 項第 １号から第３ 倚ま

で， 第４ ７条並びに第 ５０ 条第 １項第２ そ八び第 ３倚の規定は，適 丿干ｊしな

し尨

（氈の∃ｔぽ葹に対する加』張の緩和）
－

第５ ８条　法第 ８５ 条第 ５ＪミＲＲび第６ 項に規定する仮鼈興行場等について市長

が安全上支障がないと認めて嵜‾鴫する場合においては， この条例の規定は，

適用 しない。

び第 ２項第１ 号か ら第 ３号 まで並び に第 ４７ 条の 規定 は， 適用 しな い。

２　 令第 １２ ９条 の２ 第３ 項に 規定する 全館避難安全性能 を有する 建築物につ

いて は， 第１ ２条 （非 常ＪＴｊ の照 明装 Ｒに係る 部分 を除 く。 ）， 第２ １条 ，第

２４ 条第 ３騎，第 ４０ 条第 １項第３ 硲‾Ｒのヽ第 ４倚並びに第 ２搾，第 ４２ 条第

１項攷、び第 ２項 第１ 号か ら第 ３そ まで ，第 ４７ 条並 びに 第５ ０条 第１ 項第２

号‾ｋび第３ 号の規定 は， 適用 しな い。

（仮鼈建築物等に対す る制限の緩手口）

第５ ８条　法第 ８５ 条第 ５項八び第６ 項に規定する 縦設獸行場等、詼鍜ｊユ圭

の３ 第５ 項に規定する興行場等並びに回を第 ６項に覧定する特ＺＩＪ策行堤等に

つい て市長が 安全上支 障が ない と認 めて 許丿丁す る場合に おい ては ，こ の条例

の規定は，適ＪＩ しな い。


